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経営者・個人事業主のための“退職金制度”将来の備え、
できていますか？

小規模企業共済は、個人事業主や会社役員のための積立による退職金制度です。
廃業・退任後の生活資金づくりとして活用できます。

●個人事業主の方
●法人役員の方
●退職金制度を自分で準備したい方
●節税しながら将来に備えたい方

制度の概要説明、加入対象の確認、掛金設定の考え方など、
商工会でご相談いただけます。
「自分は入れる？」「いくらで始めるのがよい？」そんな疑問も
お気軽にご相談ください。

こんな方に
おすすめ
こんな方に
おすすめ

３つの
メリット
３つの
メリット

1．掛金は全額所得控除
支払った掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として全額が所得控除の対象
です。節税しながら将来の備えができます。

2．無理のない金額で始めやすい
掛金は月額1,000円～70,000円の範囲で、500円単位で設定できます。事業
状況に応じて見直しも可能です。

3．受け取り方が選べる
共済金は、一括・分割・一括と分割の併用から選べます。引退後の資金計画
に合わせて活用できます。

ご相談は
商工会へ


